
第五次宮崎市総合計画の構成等について

１ 計画の構成

２ 計画の期間

「基本構想」：平成30年度を初年度とし、令和９年度を目標年度とした10年間。

「基本計画」：平成30年度から令和４年度までの５年間を「前期基本計画」、

令和５年度から令和９年度までの５年間を「後期基本計画」。

「実施計画」：基本計画の期間において、毎年度、見直す。

３ 計画の進行管理

重点項目に「重点目標」を、主要施策に「重要業績評価指標（KPI）」といった数値

目標を設定し、重点項目を対象に、施策評価（内部評価及び外部評価）を実施している。

「内部評価」：市長を議長とする宮崎市総合計画推進会議で実施する。

「外部評価」：外部委員で構成する宮崎市総合計画推進会議専門部会で実施する。
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